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１６　退 職 し た 後（任意継続組合員）

　全ての国民はいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。
　退職後，再就職したときはその職場の健康保険に，また再就職しないときは，家族が加入してい
る健康保険の被扶養者となるときを除き，共済組合の任意継続組合員制度又は市町村の国民健康保
険のいずれかを選択して加入することとなります。

　任意継続組合員制度とは，退職日まで引き続き１年と１日以上組合員期間のある方が，退職後再
就職しない（再就職先に健康保険制度がない）とき，申出により引き続き２年間，組合員であった
ときとほぼ同様に当共済組合の短期給付等を受けることができる制度です。
　任意継続組合員の制度の内容については，次に記載のとおりです。

１　資格の取得
　　退職日を含めて２０日以内に「任意継続組合員申出書」の提出及び掛金の払込みをしてください。
　�（例：３月３１日付退職の場合は，４月１9日までに手続が必要）申出書の提出と掛金払込みを確認後，
任意継続組合員証（任意継続組合員被扶養者証を含む。）を交付します。
　�　なお，被扶養者については，在職中に共済組合の認定を受けている場合，希望により継続認定
できます（引き続き，被扶養者の要件に該当する方のみ）。
　※　年度末退職の場合は，退職前から任意継続組合員の申出を受け付けます。

２　掛金の払込方法
　　原則として年度毎に一括払いとしますが，希望により月払い又は半期払いもできます。
　　なお，一括払い及び半期払いの場合は，掛金額の割引制度が適用されます。

３　掛金額
　�　１か月分の掛金額は，掛金の算定基礎となる標準報酬月額に，短期掛金率（１０００分の9３．2０）
及び介護掛金率（１０００分の１6．００）を乗じて得た額（4０歳未満の者は短期掛金率のみ）です。
　�　掛金の算定基礎となる標準報酬月額とは，⑴退職時の標準報酬月額又は⑵公立学校共済組合員
の平均標準報酬月額のいずれか少ない額となります。
　⑴　退職時の標準報酬月額
　　　退職する月の標準報酬月額とします。
　⑵　公立学校共済組合員の平均標準報酬月額
　　�　前年度の１月１日における公立学校共済組合員の標準報酬月額の合計額を当該組合員の総数

で除して得た額（令和５年度は4１０，０００円）です。

　　〈参考〉掛金額の例（掛金の算定基礎となる標準報酬月額が4１０，０００円の場合）

支 払 方 法
（払込み期日）

月 払 い
（前月2０日まで）

年 一 括 払 い
（３月３１日まで）

年 一 括 払 い
（４月１日～１9日）

支 払 金 額 44，772円 526，００4円 527，726円

割 引 額 ― １１，26０円 　9，5３8円
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４　受給できる短期給付
　�　在職中とほぼ同様に短期給付（附加給付を含む。）が受けられますが，傷病手当附加金，出産
手当金，休業手当金，育児休業手当金，及び介護休業手当金は受給できません。
　�　なお，短期給付の算定基礎となる月額は，掛金の算定基礎となる標準報酬月額とします。

５　利用できる福祉事業
　　任意継続組合員が利用できる福祉事業は次に掲げる⑴～⑺です。
　　福祉事業を利用する場合には，事前の申請又は窓口での組合員証の提示等が必要です。
　　なお，人間ドックに係る健診費用等の補助は利用できません。
　⑴　特定健康診査・特定保健指導
　⑵　山の家・海の家利用補助
　⑶　鹿児島宿泊所結婚式場利用補助
　⑷　鹿児島宿泊所会食等利用補助
　⑸　鹿児島宿泊所宿泊利用補助
　⑹　鹿児島宿泊所慶事・法事利用補助
　⑺　組合員料金での宿泊施設の利用

６　資格の喪失
　�　任意継続組合員又は被扶養者が次の事由に該当したときは，その資格を喪失しますので，速や
かに当支部へ連絡してください。
　⑴　任意継続組合員の資格喪失事由
　　�　任意継続組合員が次のいずれかに該当したときは，その翌日（イに該当するときはその日）

から資格を喪失します。
　　ア　任意継続組合員となった日から起算して２年を経過したとき。
　　イ�　再就職又は雇用条件等の変更により，勤務先において他の公的医療保険制度の被保険者と

なったとき。
　　ウ�　任意継続組合員でなくなることを希望する旨の申出をし，それが受理された日の属する月

の末日が到来したとき。
　　エ　死亡したとき。
　　オ　掛金を期日までに払い込まなかったとき。
　　※　年度途中の資格喪失に伴う未経過月分に係る掛金は，還付します。
　　　　なお，還付を受ける権利は時効により２年で消滅します。
　　※　資格喪失後４か月間は，給付金の受取口座の解約をしないでください。
　⑵　被扶養者の資格喪失事由
　　　被扶養者が次のいずれかに該当したときは，その資格を喪失します。
　　ア�　就職又は雇用条件等の変更により，勤務先において他の公的医療保険制度の被保険者と

なったとき。
　　　（注）収入金額にかかわらず取消しになります。
　　イ�　収入が年額130万円（60歳以上の者及び傷害を支給事由とする給付の受給要件に該当する

程度の障害を有する者（以下「60歳以上の者及び障害を有する者」という。）にあっては180
万円）（以下「認定限度額」という。）以上あるとき。

　　　ア�　パート・アルバイト等の３か月を超える雇用で次のいずれかに該当するときは，認定限
度額以上とならなくても取消しになります。
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　　　・�　雇用契約で，明らかに月額108,334円（60歳以上の者及び障害を有する者にあっては15万
円。以下同じ。）以上の収入が見込まれるとき。

　　　・�　月額が不定で，108,334円以上の収入のある月が３か月連続したとき。
　　　イ�　公的年金等受給者の収入には，年金収入のほか，その他の収入も含みます。
　　　　（注）年金収入には，農業者年金，企業年金，個人年金等を含みます。
　　　ウ�　年金等の受給者で，年金額の増額改定により認定限度額以上になったときは，改定通知

書等を受領した日から取消しになります。
　　　エ�　事業所得者，不動産所得者，農業所得者等で，年間の総収入額から共済組合が認める必

要経費を控除した額が認定限度額以上となったときは，確定申告を行った日（税務署受付
日又は確定申告書の郵送日）から取消しになります。

　　　　（注）�共済組合が認める必要経費は，所得税法上の取扱いとは異なりますので，詳細は共
済組合へ問い合わせてください。

　　ウ�　雇用保険の失業等給付を受給しているとき（日額3,612円以上受給している期間，60歳以上
の者及び障害を有する者は，雇用保険の日額及びその他の収入の日額が5,000円以上）。

　　エ　結婚，離婚又は死亡したとき。
　　オ　同居を要件とする者（配偶者の父母，伯（叔）父母等）が組合員と別居したとき。
　　カ�　任意継続組合員が主たる生計維持者ではなくなったとき（被扶養者について任意継続組合

員以外の者が国や地方公共団体から扶養手当等を受給するようになったとき，別居の被扶養
者に対して生計費を送金等しなくなったときなど）。

　　キ�　国内に住所を有しなくなったとき（日本国内に生活の基礎があると認められる場合は除
く。）。

　　ク�　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の被保険者となったとき。
　　※�　被扶養者の資格確認（検認）を８月に実施します。遡って被扶養者認定を取り消すことが

ないように，日頃から被扶養者の収入状況等について確認をお願いします。
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